
南橘町内会会則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は南橘町内会と称し、事務所を会長宅におく。 

 （組織） 

第２条 この会は鵠沼橘１丁目、２丁目、桜が岡１丁目、４丁目の区域内に居住する

もので組織する。 

 （目的） 

第３条 この会は民主主義の精神に基づき、共同生活を通じて、地域住民の親睦、共

同福祉の増進、ならびに防犯・交通・防災等地域内の環境の整備を計ること

を目的とする。 

 （事業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、町内会防災会及び次の部をおき各事

業を行う。 

（１）総務部 総会・役員会の開催、会計・会員との連絡その他、 

他の部に属さない事項に関する事。 

（２）環境部 ゴミ分別収集等衛生に関する事。 

（３）防犯部 防犯灯の維持、その他防犯に関する事。 

（４）防災部 防災活動に関する事。 

（５）交通部 交通安全に関する事。 

（６）広報部 広報活動に関する事。 

（７）社会部 社会福祉活動の協力に関する事。 

（８）文化部 文化活動・体育・リクリエーション等に関する事。 

 （役員） 

第５条 Ⅰ １．この会に次の役員を置く。 

       （１）会長     １名 

       （２）副会長    ２名以内 

       （３）部長・副部長 必要な人数 

       （４）会計     １名 

      ２．役員は、会員の互選による。 

      ３．会長は、役員の互選による。 

      ４．副会長・部長・副部長・会計は会長が任命する。 

    Ⅱ １．この会に監事を１名置く。 

      ２．監事は、会員の互選による。 

 （役員及び監事の任期） 

第６条 役員及び監事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （役員及び監事の職務） 

第７条 Ⅰ １．会長は会を代表し、会務を処理する。 

      ２．副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。 

      ３．部長・副部長は部長会を構成し、各部の事業の企画、立案その他会

の運営上必要な事項を審議する。 

      ４．会計は会計事務を担当する。 

    Ⅱ １．監事は会の会計を監査するとともに、会長・副会長及びその他の役

員の業務執行を監査する。 



 （下部組織） 

第８条 １．会務の円滑な運営を図るために、この会の区域内に組を置く。 

２．組には組長を置く。 

３．組長は、組構成員の互選による。 

４．組長は、組長会を構成し、組の運営上必要な事項を審議する。 

 （総会） 

第９条 １．総会は定期総会と臨時総会とし、会長がこれを召集する。 

２．定期総会は毎年１回とし、会長がこれを召集する。 

３．臨時総会は、必要に応じて開催する。 

４．総会に付議する事項は、おおむね次の通りとする。 

 （１）会則の制定、改廃 

 （２）事業計画、事業報告、会計報告 

 （３）その他、必要と認められる事項 

５．総会は、会員過半数の出席に依って成立し、議事は、出席者の過半数  

  によって決定する。可否同数の時は、議長の決定による。 

６．総会の議長は、会長が努める。 

 （その他の会議） 

第 10 条 役員会は、必要に応じて随時開催する。 

 （会計） 

第 11 条 この会の経費は、会費その他の収入による。 

１．会費は、１世帯につき月額 200 円とする。 

２．会計年度は、毎年４月１日からはじまり、翌年３月３１日におわる。 

 （その他） 

第 12 条 その他の必要な事項は、役員会で決定する。 

 

付則 

この会則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

 改訂：平成１２年４月１日 

 改訂：平成１３年４月１日 

 改訂：平成１６年４月１日 

 改訂：平成１８年６月３日 

 改訂：平成２４年６月１０日 


